
「観光交流局」の設置について 

 

 

 

◇  地域活性化に向けた交流人口拡大等の政策課題に柔軟かつ的確に対応するため、「観光」「交

流」及び「県産品」関連業務を所管する主たるグループを再編統合し、商工労働部内に『観光

交流局』を設置しました。 

 

◇  観光交流局長は、観光交流課、空港交流課、県産品振興戦略課の３課体制による関連施策の

総合的・一体的な推進体制を構築します。 

 

◇  組織統合のメリットとその相乗効果を活かしつつ、時代のニーズに即した多角的な事業展開

を目指すとともに、部の垣根を越えた取り組みを更に強化していきます。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

国際経済交流 

 

 

１ 交流人口拡大等に資する総合的推進体制の整備 

２ 観光交流局概念図 

ｸﾞﾘｰﾝﾂｰﾘｽﾞﾑ
をはじめ、 
各種ﾂｰﾘｽﾞﾑ
の窓口機能 
を強化 

 

福島空港 

の利活用 

 

地 域 経 済 の 活 性 化 ・ 地 域 活 力 の 向 上 

 

 

県 産 品 振 興 

 

 

 

 

 
  

農林水産物の 
消費・販路拡大 

福島県の魅力（豊富な資源・特産品、多様性、首都圏への近接性など）を発信 

交流人口の拡大 

部の垣根を越えた 
一体的推進体制 

 

定住・二地域

居住の推進 

県産品の総合的振興、消費・販路拡大 

ブランド戦略   
 

観  光 
振  興 

 
定住 ← 二地域居住 ← 長期滞在型観光 ← 短期旅行 
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